
主文
 １　被告は，原告に対し，１万１７２０円を支払え。
 ２　原告のその余の請求をいずれも棄却する。
 ３　訴訟費用は原告の負担とする。
 ４　この判決は，第１項に限り，仮に執行することができる。

事実及び理由
第１　当事者の求める裁判
  １　原告
    (1)　原告が被告に対し労働契約上の権利を有する地位にあることを確認する。
    (2)　被告は，原告に対し，３５万８３６３円及び平成１２年１０月から毎月２
５日限り月額３５万８３６３円の割合による金員を支払え。
    (3)　訴訟費用は被告の負担とする。
    (4)　(1)，(2)につき仮執行宣言
  ２　被告
    (1)　原告の請求を棄却する。
    (2)　訴訟費用は原告の負担とする。
第２　事案の概要
  １　本件は，被告に雇用されていた原告が，被告のした懲戒解雇は無効であると
主張して，被告に対し，労働契約上の権利を有する地位にあることの確認と，民法
５３６条２項本文に基づき解雇日以降の賃金（直前の３か月間の平均賃金の額によ
り計算した金額）の支払を求めた事案である。
  ２　争いのない事実等（証拠により認定した事実については，その末尾の括弧内
に証拠を掲げる。）
    (1)　当事者等
      ア　被告は，建築工事，土木工事等の企画，設計，請負施工及び監理等を目
的とする株式会社であり，日本国内に６０か所以上の事業所を置き，農家をはじめ
とする地主に対し，相続税対策等のためにアパートやマンションを経営することを
提案し，建築工事の企画，設計，請負，施工，監理及び建物の入居仲介等を行うこ
とを業としている。
      イ　原告は，平成９年６月２日，被告と期間の定めのない労働契約を締結し
た。原告は，当初，被告の我孫子支店（以下「我孫子支店」という。）に営業職と
して配属され，その後，営業管理責任者に昇格した後，平成１２年３月１４日付け
で営業部管理責任者を解任され，同月１５日付けで被告の浦和支社（以下「浦和支
社」という。）に配置転換された。（乙２６，弁論の全趣旨）
      ウ　原告は，浦和支社において，支社長Ａ及び営業開発部管理責任者Ｂの下
で，営業開発部管理補佐・営業チーフとして，新規顧客の開拓業務や営業開発部に
所属する営業マンの指導育成を補佐する業務等に従事していた。
    (2)　懲戒解雇の意思表示
      　被告は，原告に対し，平成１２年８月１１日，「懲戒解雇通告書」と題す
る同日付けの内容証明郵便（甲１。以下「本件通告書」という。）を送付し，同日
付けで原告を懲戒解雇するとの意思表示（以下「本件懲戒解雇」という。）をし，
本件通告書は，同月１２日，原告に到達した。（原告本人，弁論の全趣旨）
      　本件通告書には，以下のとおり記載されていた。（甲１）
      「　貴殿を後記事由により平成１２年８月１１日付をもって懲戒解雇に処
す。
                                      記
        一，貴殿が浦和支社内において，営業管理責任者やブロック長に対して繰
り返し行っている暴言，横柄な態度あるいは指示の無視等の諸行為は，職場の秩序
を著しく乱すものである。このことは就業規則第６９条(4)号『正当な理由がなく，
上長の指示，命令に従わず，反抗的な言動または，越権的な行為により，業務上の
運営に支障を生じさせたとき』に該当する。
        二，貴殿は平成１２年８月１０日午後７時５０分頃，帰宅するため支社駐
車場から国道に出ようとした営業管理者Ｂ氏の乗用車を足で蹴り，当該車のフェン
ダー上部２か所を損傷させた。このことは就業規則第６９条(5)号『会社内における
盗取，横領，障害等刑法犯に該当する行為があったとき，（以下省略）』に該当す
る。
        　以上の行為以外にも貴殿は職場の秩序維持の上から看過すべからざる就



業規則に違反する行為を繰り返し行っている。
        　以上の理由により貴殿を懲戒解雇に処すものである。
        　尚，Ｂ氏は平成１２年８月１１日，貴殿を浦和警察署刑事課に告訴した
ことを併せ通知する。
        　ついては，会社からの貸与物品等を速やかに返納されたい。」
    (3)　解雇等についての就業規則の定め
      　被告の就業規則（平成１２年１月６日改訂後のもの。以下「就業規則」と
いう。）には，以下の規定がある。（乙１）
      「（解雇）
        第１９条　社員が次の各号の一に該当するときは解雇する。
          (1)　精神，又は身体の故障により業務に堪えられないと認めたとき。
          (2)　論旨解雇，及び懲戒解雇の処分が決定したとき。
          (3)　勤務成績が著しく不良で将来見込がないと認めたとき。
          (4)　業務上の傷病による欠勤が３年以上に及び，法定の打切補償が行わ
れたとき。
          (5)　止むを得ない業務上の都合によるとき。
          (6)　その他前各号に準ずると認められたとき。
        （報告義務）
        第４６条　職務上における上司の指示は最優先処理事項である。緊急もし
くは重要な職務遂行上における上司の新たな指示に対しては，優先順位及び，処理
期日の指示を受けるものとする。指示事項の処理及び完了報告は直ちに行わなけれ
ばならない。
          　但し，処理もしくは完了に長期間の日時を要する場合は，中間報告ま
たは経過報告の実行を厳守しなければならない。
        （禁止事項）
        第４８条　社員は次の行為をしてはならない。
          （(1)，(2)は省略）
          (3)　事業の信用を傷つけまたは，業務上の機密及び不利益事項を他にも
らすこと。
          （(4)～(9)は省略）
        （懲戒）
        第６６条　社員が「就業規則」に違反し，または不正な行為や重大な過失
により事業の信用を失墜し，損害を与えたときは懲戒する。懲戒は次の６種とす
る。
          (1)　譴責…始末書をとり将来を戒める。
          (2)　減給…始末書をとり一定期間減給し，本人の反省を促し将来を戒め
る。
          　　但し減給は，１回について平均賃金の１日分の半額を減給する。但
し，２回以上にわたる場合においては，当該給与の１／１０以内で減額する。
          (3)　出勤停止…始末書をとり出勤を停止し，本人の反省を促し将来を戒
める。
          　　但し，出勤停止期間は１０日を限度とする。出勤停止期間の給与は
支払わない。
          (4)　降格…始末書をとり，職位，職階を現在よりも低い位置に格付け
し，本人の反省を促し，将来を戒める。給与は降格された職位，職階に基づく給与
に変更する。
          (5)　論旨解雇…退職願を提出するよう勧告し，退職させる。勧告もしく
は通知送達の日から７日以内に提出がない場合は，会社は行政官庁に対し承認手続
きを取り，承認を受け次第即日解雇する。この場合，改めて懲戒解雇の通告は行わ
ない。
          (6)　懲戒解雇…非行の責任を追求し，行政官庁の承認を受け即日解雇す
る。この場合，解雇予告を行わず又予告手当を支払わない。
        （懲戒解雇及び諭旨解雇）
        第６９条　次の各号に該当するときは，懲戒解雇または諭旨解雇とする。
但し，情状により出勤停止，または降格に留めることがある。
          (1)　重要な経歴を偽りまたは不正な方法で採用されたとき。
          （(2)，(3)は省略）
          (4)　正当な理由がなく，上長の指示，命令に従わず，反抗的な言動また



は，越権的行為により，業務上の運営に支障を生じさせたとき。
          (5)　会社内における盗取，横領，傷害等刑法犯に該当する行為があった
とき，またはこれらの行為が社外で行われた場合であっても，それが著しく会社の
名誉もしくは信用を傷つけたとき。
          （(6)～(18)は省略）
          (19)　第４章に定める最も重要なる服務規律に違反したとき。
          (20)　その他，社内の最も重要なる規定に違反したとき。」
    (4)　被告における賃金の支払期日及び賃金額
      　被告においては，賃金の支払期日は，毎月２５日締め，当月２５日払とさ
れていた。
      　原告の平成１２年５月から同年７月分の給与の額は，５月分が３６万６９
３０円，６月分が３５万８４３０円，７月分が３５万５７３０円であった。（甲５
の１～３，乙４５の１）
    (5)　解雇予告手当の支払
      　被告は，原告に対し，平成１２年１１月１０日付け「解雇予告手当につい
て」と題する書面（乙４５の１。以下「予告手当支払通知」という。）を送付し，
予告手当支払通知は，遅くとも同月１６日までに原告に到達した。
      　予告手当支払通知には「平成１２年８月１１日付の解雇に伴いまして，解
雇予告手当を下記のとおり支払いさせて頂きます。（中略）上記３５２，５３０円
を平成１２年１１月１６日に給与振込口座へお支払い致します。」との記載がされ
ていた。
      　そして，被告は，原告に対し，平成１２年１１月１６日，原告名義の銀行
口座（【口座番号は省略】）に，解雇予告手当として３５万２５３０円を振り込ん
だ。（乙４５の２）
  ３　争点
    　本件の主要な争点は，
    (1)　本件懲戒解雇は有効か（争点１），
    (2)　本件懲戒解雇に普通解雇の意思表示が内包されているか（争点２），
    (3)　本件普通解雇は有効か（争点３），
    (4)　被告が原告に対して支払うべき賃金の額はいくらか（争点４），
    である。
  ４　当事者の主張
    (1)　争点１（本件懲戒解雇の有効性）について
      ア　被告の主張
        　以下のとおり，原告には懲戒解雇事由があり，かつ，原告の犯した規律
違反の種類，程度その他の事情に照らして懲戒処分をすることは相当であるので，
本件懲戒解雇は有効である。
        (ア)　上司の指示命令に従わず，反抗的言動により業務上の運営に支障を
生じさせたこと（就業規則第６９条(4)号該当行為。以下「解雇事由(1)」ともい
う。）
          　原告は，以下のとおり，上司に対して反抗的な言動をとり続け，チー
ムで協力して営業等を行う現場の雰囲気を悪くするとともに，上司の指示を聞かな
くても良いという雰囲気を作出して指揮命令系統を機能させなくし，業務上の運営
に支障を生じさせた。これらの行為は，就業規則第６９条(4)号の「正当な理由がな
く，上長の指示，命令に従わず，反抗的な言動または，越権的行為により，業務上
の運営に支障を生じさせたとき」に該当する。
          ａ　我孫子支店において上司に対し反抗的言動をとったこと
            　被告においては，不動産等の顧客の財産を任されるという業務内容
に鑑み，顧客の信頼を得ることが重要であるため，社員の日常の言葉遣いや礼儀作
法を重視し，上司の指示を最優先処理事項として厳格な報告義務（就業規則第４６
条）を規定している。
            　しかるに，原告は，言葉遣いが悪く，会議等での上司の指示を聞か
ず，注意を受けても口答えし，他の社員の意見に対して否定的な意見しか述べず，
他の社員に対し，上司の指示命令について「あんな話は聞き流していればい
い。」，「退職届は絶対に出すな。」などと述べてこれを無視した。
          ｂ　浦和支社において，朝礼や会議で横柄な態度をとり注意されても改
めなかったこと
            　原告は，浦和支社における朝礼でいつもよそ見をしており，会議中



の態度も悪く，Ａが注意しても改めなかった。
          ｃ　浦和支社において，Ｂの指示に従わず，注意を受けた際，反抗的態
度をとり暴言を吐いたこと
            　Ｂは，平成１２年８月５日午前１１時ころ，原告に対し，原告が部
下のＣに同行して営業活動を行っていた顧客であるＤの物件に関して，報告の仕方
を注意し，報告の重要性を説いて理解させようとしたが，原告は，Ｂに対し，「若
造が。」「お前のことを上司だとは思っていない。目障りだ。報告が必要かどうか
は俺が判断する。あんたの指図は受けない。」「あんたの相手をするのは時間の無
駄だ。」などと述べて，再三の注意にもかかわらず，終始うちわで扇ぎながら横柄
な態度をとり続けた。
          ｄ　Ａの注意に反抗し暴言を吐いたこと
            　Ａは，原告に対し，平成１２年８月７日午後２時ころ，Ｄの物件を
めぐるＢとのやりとりについて説明を求めた。すると，原告は，「Ａ，どうせあん
たは自分の話を聞かないでしょう。Ｂが言いがかりをつけてくるので勘弁してほし
い。どっちみち今日の夜にお客（Ｄ）のところへ行くから。」と述べるなど横柄な
態度をとり続けた。Ａをはじめ同席していた社員が原告に対し反省と謝罪を求めた
が，原告はそれらを無視した。Ａが，原告に対し，やむを得ず「そのような態度を
とり続けるのであれば解雇せざるを得ない。」と告げたところ，原告は，「解雇で
も何でもすればいいでしょう。」と開き直り，仕事の予定を口実に制止を無視して
浦和支社を立ち去った。
        (イ)　不正な営業行為（就業規則第４８条(3)号，第６９条(19)号該当行
為。以下「解雇事由(2)」ともいう。）
          　原告は，我孫子支店在籍当時，営業管理責任者の地位にありながら，
地主に対し，「日本税理士会の外郭団体で日本の相続税を考える会と申します。」
と架空の団体名を名乗って電話をかけ，相続対策の話題に興味を示した地主を後日
何食わぬ顔で訪問するという不正な営業活動を独断で行っていた。
          　これは，被告の「事業の信用を傷つけ」る行為（就業規則第４８条(3)
号）であり，就業規則第６９条(19)号の「最も重要なる服務規律に違反したとき」
に該当する。
        (ウ)　Ａに対する脅迫行為（就業規則第６９条(5)号該当行為。以下「解雇
事由(3)」ともいう。）
          　原告は，平成１２年８月８日午後６時３０分ころ，Ａの携帯電話に電
話をし，「お前よお，原告だけどあんまり調子に乗るなよ。いい加減にしないと今
度の株主総会をめちゃくちゃにしてやるぞ。」などと述べた。
          　これは，脅迫罪に該当する行為であり，就業規則第６９条(5)号「会社
内における盗取，横領，傷害等刑法犯に該当する行為があったとき」に該当する。
        (エ)　被告管理下の書類の持ち出し行為（就業規則第６９条(5)号該当行
為。以下「解雇事由(4)」ともいう。）
          　原告は，浦和支社営業部が休日である平成１２年８月９日午前９時３
０分ころ，被告が管理する雇用関係の書類を外部に持ち出そうとしたが，建築技術
部のＥ課長に出入口ドア付近で呼び止められ持ち出しを阻まれた。
          　これは，窃盗罪に該当する行為であり，就業規則第６９条(5)号「会社
内における盗取，横領，傷害等刑法犯に該当する行為があったとき」に該当する。
        (オ)　Ｂの乗用車を損傷させた行為（就業規則第６９条(5)号該当行為。以
下「解雇事由(5)」ともいう。）
          　原告は，平成１２年８月１０日午後７時４０分ころ，Ｂが浦和支社か
ら帰宅するため，自らが所有する普通乗用自動車（以下「Ｂ車両」という。）を運
転して駐車場から国道に出ようとしたところ，自動車（以下「原告車両」とい
う。）で駐車場に乗り付け，既に国道上に出て帰ろうとしているＢ車両に駆け寄
り，「俺はちゃんと帰ってきたんだから事業所の鍵を開けろ。タイムカードを押さ
せろ。」と言って，左前部フェンダーを左足で２回足蹴りにして凹損させた。
          　これは，器物損壊罪に該当する行為であり，就業規則第６９条(5)号
「会社内における盗取，横領，傷害等刑法犯に該当する行為があったとき」に該当
する。
        (カ)　経歴詐称（就業規則第６９条(1)号該当行為。以下「解雇事由(6)」
ともいう。）
          　原告が入社時に提出した履歴書（乙４１）の学歴欄には，昭和４７年
４月に法政大学経済学部に入学して，昭和５１年３月に同大学同学部を卒業したと



の記載があり，また，職歴欄に昭和６１年１２月に甲証券株式会社を退職したとの
記載があるが，これらの事実は，いずれも虚偽である。
          　このように重要な経歴を偽る行為は，就業規則第６９条(1)号に該当
し，本件通告書に記載された「職場の秩序維持の上から看過すべからざる就業規則
に違反する行為」に含まれる。
      イ　原告の主張
          被告の主張は否認ないし争う。
        　以下のとおり，被告が懲戒解雇事由に当たるとして主張する事実は一切
存在しない上，本件懲戒解雇は社会的合理性を欠き，不相当であるから，本件懲戒
解雇は無効である。
        (ア)　上司の指示命令に従わず反抗的言動により業務上の運営に支障を生
じさせたとの主張（解雇事由(1)）について
          　被告が主張する事実はいずれも否認する。以下のとおり，我孫子支店
及び浦和支社における原告の勤務態度には何ら問題はなかった。
          ａ　我孫子支店における原告の勤務態度について
            　原告は，我孫子支店において，支店長に次ぐ役職である営業管理責
任者の地位にあり，部下からも高い評価を得ていた。
            　原告が，浦和支社に転勤した直後（平成１２年４月２６日）に開催
された第一経営企画会議の委員に選ばれた（同会議に出席する委員は，職階，役
職，年齢，経験に関係なく，企画立案能力に優れ，健全な発想・思想を持ち，会社
を改善し発展させようという意欲の旺盛な社員を人選するものとされている。）こ
とからも，我孫子支店における原告の勤務態度に問題がなかったことが推認でき
る。
          ｂ　浦和支社の朝礼や会議で横柄な態度をとり，注意されても改めなか
ったとの主張について
            　原告は，我孫子支店勤務時に引き続き部下から高い支持を得てい
た。むしろ，問題があったのはＢ及びＡの部下に対する態度であり，特に，Ｂは，
Ｂよりも年齢が上の部下が少しでも逆らうと，「私は営業管理責任者なんです
よ。」と述べて，机を叩いて激高することが度々あった。
            　なお，仮に被告が主張する事実が認められるとしても，懲戒解雇事
由及び解雇事由のいずれにも当たらない。
          ｃ　浦和支社において，Ｂの指示に従わず，注意を受けた際，反抗的態
度をとり暴言を吐いたとの主張について
            　原告は，Ｂから注意を受けて，理路整然と反論したにすぎない。
          ｄ　Ａの注意に反抗し暴言を吐いたとの主張について
            　Ａが原告に対し，上記のＢとのやりとりについて説明を求めたこと
はない。Ａは，平成１２年８月７日の朝礼後，原告を机の前に呼びつけ，いきな
り，「お前，上司の言うことを聞けないやつは懲戒解雇だ。」と述べて，原告に対
して懲戒解雇を言い渡し，原告が，「Ｂさんを交えて話を聞いてください。」と述
べたのに対しても全く聞く耳を持たなかった。
        (イ)　原告が不正な営業行為をしたとの主張（解雇事由(2)）について
          　原告が我孫子支店勤務中に「日本の相続税を考える会」との名称を使
用して顧客に対して電話による営業活動を行い，部下の営業マンにも同じことをさ
せたことは認めるが，これが原告の独断による行為であったこと及び「日本税理士
会の外郭団体」を名乗ったことは否認する。Ｆ支店長もこの営業方法を認めてい
た。
        (ウ)　原告がＡを脅迫したとの主張（解雇事由(3)）について
          　被告の主張は否認する。
        (エ)　原告が被告管理下の書類を持ち出そうとしたとの主張（解雇事
由(4)）について
          　被告の主張は否認する。
        (オ)　原告がＢの乗用車を損傷させたとの主張（解雇事由(5)）について
          　被告の主張は否認する。
          　原告は，平成１２年８月１０日の午後７時ころまで，東京都中央区日
本橋蛎殻町所在の喫茶店「ドトールコーヒー」でＧと株式の名義書換の打合せをし
ていた。打合せ終了後，午後７時過ぎに，原告が，「ドトールコーヒー」の向かい
にある日新製糖ビル内の公衆電話から浦和支社に電話したところ，電話に出たＨが
「もうみんな帰ったし，（浦和支社の）鍵も替えられたみたいなので，帰って来て



も意味がないんじゃないですか。」と述べたため，原告は，柏市内の自宅に帰宅し
た。
          　被告は，原告が午後７時４０分ころ浦和支社に面した路上においてＢ
車両を損壊したと主張するが，当日の道路の混雑状況に照らし，原告が，原告車両
を運転して午後７時過ぎに日本橋蛎殻町を出発して午後７時４０分ころ浦和支社に
到着することは不可能であり，原告にはアリバイが成立する。
        (カ)　原告が入社時に経歴を詐称したとの主張（解雇事由(6)）について
          　被告は，平成１４年９月に原告が陳述書（甲１３）を提出するまで，
原告による経歴詐称を知りえなかった。このことと，本件通知書において，懲戒解
雇の理由として経歴詐称が記載されていないことからすれば，被告は，経歴詐称を
もって懲戒解雇事由とすることはできない。
    (2)　争点２（本件懲戒解雇に普通解雇の意思表示が内包されているか）につい
て
      ア　被告の主張
        　被告が懲戒解雇事由として主張したとおり，被告は，Ａの下で原告の勤
務態度を改善させるために原告を配置転換させたが，その後も原告の勤務態度は改
善されず，原告は，平成１２年８月５日にＢに暴言を吐き，同月７日にはこれを注
意しようとしたＡに対して暴言を吐き，その後，Ａに対する脅迫行為，被告管理に
かかる書類の持ち出し行為，Ｂ車両の損壊行為という刑法違反の粗暴行為にまで及
んだものである。しかも，原告は，Ｂ車両を損壊した翌日（平成１２年８月１１
日）も，何食わぬ顔で出勤し，全く反省の態度がみられなかった。
        　こうした事情に照らせば，被告は，平成１２年８月１１日に至り，もは
や原告を雇用し続けることはできないとの考えに基づいてやむを得ず原告を懲戒解
雇したといえるから，たとえ原告の行為が懲戒解雇事由に当たらないとしても，被
告が原告との雇用関係を解消することを意欲していたことは明らかである。また，
被告は，原告に対し，平成１２年１１月１６日，解雇予告手当として３５万２５３
０円を支払った。
        　以上の事情を総合すれば，本件懲戒解雇には普通解雇の意思表示が内包
されていたといえる。
        　また，懲戒解雇と普通解雇は，ともに解雇という点では同じ性質を有す
ることからすれば，懲戒解雇の普通解雇への転換が認められるべきである。
      イ　原告の主張
        　被告の主張は争う。
        　懲戒制度が存在し懲戒解雇と普通解雇が制度上区別されている企業にお
いては，懲戒解雇は，企業秩序違反に対する制裁罰として普通解雇とは制度上区別
されたものであり，実際上も普通解雇に比べて特別の不利益を労働者に与えるもの
であるから，懲戒解雇の意思表示はあくまで懲戒解雇として，独自にその有効性を
判断されるべきものである。したがって，懲戒解雇の普通解雇への転換は認められ
ない。
    (3)　争点３（普通解雇の有効性）について
      ア　被告の主張
        　被告が懲戒解雇事由として主張した事情の下では，本件普通解雇には正
当な理由があるといえるから，本件普通解雇は有効である。
      イ　原告の主張
        　仮に，普通解雇の意思表示があったと認められるとしても，本件普通解
雇を社会通念上相当として是認できるような客観的，合理的事由は存在しないか
ら，本件普通解雇は解雇権を濫用したものであり，無効である。
    (4)　争点４（被告が支払うべき賃金の額）について
      ア　原告の主張                    
        (ア)　被告の賃金の支払時期は，毎月２５日締めの当月２５日払である。
原告の平成１２年５月から７月までの３か月分の平均賃金は３５万８３６３円であ
る。
        (イ)　したがって，原告は，被告に対し，平成１２年８月分の賃金として
３５万８３６３円の，翌９月分以降の賃金として平成１２年１０月から毎月２５日
限り３５万８３６３円の支払を求める権利がある。
      イ　被告の主張
        　原告の主張(ア)は認め，(イ)は争う。
第３　争点に対する判断



  １　争点１（本件懲戒解雇の有効性）について
    (1)　懲戒事由の存否
      ア　解雇事由(1)について
        (ア)　前記第２，２の事実に加え，証拠（甲１，６，１３，乙１，３，
５，８～１０，２２の１～４，２３の１及び２，２６，３２，４１，４５の１及び
２，証人Ｂ，同Ａ，同Ｅ，同Ｉの各証言，原告本人尋問の結果）及び弁論の全趣旨
を総合すると，以下の事実が認められる。
          ａ　我孫子支店における勤務態度
            　我孫子支店において，原告は，上司の指示，注意を聞かずに口答え
をするなどの言動を繰り返し，当時我孫子支店長であったＦは，上司に当たるＡに
対し，原告の勤務態度が悪いことについて相談していた。
          ｂ　浦和支社における勤務態度
              原告は，浦和支社の朝礼や会議において，しばしばよそ見をした
り，大げさに扇子で扇いだり，「俺」「あのさあ」などの言葉遣いをすることがあ
り，上司から注意されても，ふんぞり返っているなど真面目に話を聞かない素振り
をみせた。
          ｃ　Ｂの指示に対する態度
            　平成１２年８月５日午前１１時ころ，Ｂは，Ｄの物件について，Ｄ
から規模縮小の申し出があった件に関し，原告から説明を受けるとともに，従前の
報告の仕方を注意する目的で，原告を机の前に呼んだ。Ｂは，原告に対し，規模縮
小すなわち減額契約は営業成績の減少につながる重要事項であるから，Ｃに報告を
任せるのではなく，営業チーフである原告自らが上司であるＢに対し報告すべきで
あることを説き，また，住宅金融公庫の審査基準変更を受けて，日頃から民間融資
を利用するという前提で営業活動をするように指導していたにもかかわらず，原告
がこれに従わなかったことについて注意した。これに対して，原告は，Ｂに対し，
Ｃに報告させたのはＣがＤからの電話を受けたからである，融資についてＢの指導
に従わなかったのはＤが
同業他社からの説明を受けて住宅金融公庫からの融資を受ける意思を固めていたた
めやむを得なかったと弁解し，さらに，「若造が。」「お前のことを上司だとは思
っていない。目障りだ。報告が必要かどうかは俺が判断する。あんたの指図は受け
ない。」などと述べたため，Ｂも「私の指示に従えないのですか。」と口調を荒
げ，机を叩くなどして激高した。
          ｄ　Ａの注意に対する態度
            　平成１２年８月７日，Ａは，原告を呼び，「Ｂはお前の上司だろ
う。一体どういうことだ。」と述べて，平成１２年８月５日のＢとのやりとりにつ
いて説明を求めた。原告は，Ａに対し，「あんたはどうせ私の言うこと聞かないで
しょう。Ｂさんが言いがかりをつけてくるので勘弁してほしい。どっちみち今日の
夜にお客（Ｄ）のところへ行くから。」と述べ，Ａ及び同席していた社員が反抗的
な言動を改め謝罪するよう注意しても無視した。そこで，Ａは，原告に対し，「そ
んな態度をとり続けていると，辞めてもらうことになっちゃうぞ。お前はそれでも
いいのか。」，「上司の言うことをきけないんであれば，辞めちまえ。」と述べ
た。これに対し，原告は，「クビでも何でも好きにしてくれ。書類にして出してく
れ。」と言い返し，外出した
。
        (イ)　上記の原告の我孫子支店での上司に対する反抗的な勤務態度，浦和
支社における横柄な態度，上司のＢ，Ａの指示，注意を聞こうとしない態度は，就
業規則第６９条(4)号の「正当な理由がなく，上長の指示，命令に従わず，反抗的な
言動または，越権的行為により，業務上の運営に支障を生じさせたとき」中の，
「正当な理由がなく，上長の指示，命令に従わず，反抗的な言動」をとったという
場合に該当するといえる。
          　しかし，これらの事実は，いずれも被告会社内部での出来事であっ
て，上記の個々の事実により，被告の具体的な「業務上の運営に支障を生じさせ
た」とまではいえないこと，Ｂ及びＡとのやりとりに至る経緯に照らせば，前記認
定の原告の発言は，双方が興奮した状態で口論している最中の勢いにまかせた突発
的な発言であったという側面も無視できないこと，Ａが，平成１２年８月７日に，
被告本社の人事担当取締役であるＪ取締役業務管理本部長に対し，原告の処遇につ
いて相談した際，Ｊは懲戒解雇も普通解雇も困難であるとの見解を示したことが認
められること（証人Ａの証言）からすると，被告自身も，平成１２年８月７日まで



の事情のみをもって原告を懲戒解雇することはできないと認識していたことが認め
られ，これらを総合すれば
，解雇事由(1)は，実質的にみて就業規則第６９条(4)号の懲戒解雇理由に当たらな
いものというべきである。
      イ　解雇事由(2)について
        　前記ア(ア)掲記の証拠によれば，原告は，我孫子支店配属当時，相続税
納税者に対し，「日本の相続税を考える会」という架空の団体名を名乗って電話を
かけ，興味を示した顧客宅を訪問して相続税対策の効果のある土地の有効活用を提
案するという手法で営業活動を行い，部下の営業マンらにも実行させていたことが
認められる。
        　この「日本の相続税を考える会」という架空の団体名を用いた営業活動
は，詐欺罪を構成する行為であり，たとえ営業成績を上げるという動機で行われた
ものであっても，あるいは，仮に営業活動が実を結んで被告に経済的利益をもたら
したとしても，被告の「事業の信用を傷つけ」（就業規則第４８条(3)号）る行為で
あるといえ，不動産など顧客の重要な財産を取り扱う被告の業務内容に照らせば，
「第４章に定める最も重要なる服務規律に違反したとき」（就業規則第６９条(19)
号）に該当するといえる。
      ウ　解雇事由(3)について
        　前記ア(ア)掲記の証拠によれば，原告は，平成１２年８月８日午後６時
３０分ころ，Ａの携帯電話に電話し，Ａに対し，「あまりがたがた騒ぐな。騒ぐな
らば株主総会もがたがたにしてやるぞ。」と述べたこと，これに対し，Ａは，「あ
あ，そうですか。」と返答したことが認められる。
        　これに対し，原告は，Ａの証言が携帯電話の着信履歴や通話記録などの
あるべき客観的証拠に裏付けられていないこと，Ａが捜査機関に対し原告から脅迫
まがいの電話があったことを申告していないことを指摘し，Ａの証言の信用性を争
うが，Ａは，原告の電話を受けて「ああ，そうですか。」などと受け答えするにと
どまったこと（証人Ａの証言）からすれば，Ａが警察に電話の件を申告しなかった
ことや，着信履歴等を証拠として保存しなかったことは不自然であるとはいえな
い。また，証人Ａは，原告との会話内容を具体的に証言しており，前記認定の平成
１２年８月８日の電話に至る経緯に照らしても自然であるから，証人Ａの証言には
信用性が認められる。
        　原告の前記の行為は，脅迫未遂罪を構成するといえるから，この行為
は，形式的には「会社内における盗取，横領，傷害等刑法犯に該当する行為があっ
たとき」（就業規則第６９条(5)号）に当たる。
      エ　解雇事由(4)について
        　前記ア(ア)掲記の証拠によれば，原告は，所属する営業開発部の定休日
である平成１２年８月９日午前９時３０分ころ，浦和支社を訪れ，勤務机で仕事を
する素振りもみせずに人事関連資料や顧客関係資料等を保管してある書棚へ向か
い，書類を物色し始めたこと，Ｅは，このような原告の姿を見て不審に思い，原告
に対し，「何やってるんだ。」と問いかけたこと，しかし，原告は，問いかけに反
応せず，無言で書棚から青色のファイル１冊を取り出して浦和支社から持ち去ろう
としたこと，そこで，Ｅは，フロアの出口まで原告を追いかけ，そのファイルを取
り上げたこと，Ｅがファイルの中身を確認したところ，社員の履歴書等の資料であ
ったことが認められる。
        　これに対し，原告は，平成１２年８月９日に原告がファイルを持ち出し
た事実を否認し，Ｅの証言の信用性を争うが，Ｅがことさらに虚偽の証言をして原
告を陥れる動機はないこと，Ｅは目撃時に積算業務をしていたことや原告が「ブル
ーの雇用関係のファイル」を持ち出そうとしたことなどを具体的に証言しているこ
と，Ｅの証言内容は平成１２年８月１０日に浦和支社の鍵が交換されたこと（後記
オ(ア)ａ(ｂ)）に照らして自然であることから，証人Ｅの証言は信用できる。
        　原告が被告管理下の雇用関係の書類を持ち出そうとした行為は，少なく
とも窃盗未遂罪を構成するものであり，形式的には「会社内における盗取，横領，
傷害等刑法犯に該当する行為があったとき」（就業規則第６９条(5)号）に当たる。
      オ　解雇事由(5)について
        (ア)ａ　証拠（甲１３，１７，１９，２１，２８，３１～３３，３７，３
８，４０～４５，５０，７５，乙２～１１，２１，２３の１及び２，証人Ｂ，同Ａ
の各証言，原告本人尋問の結果，鑑定の結果）及び弁論の全趣旨によれば，以下の
事実が認められる（なお，以下の出来事はいずれも平成１２年８月１０日であるの



で，年月日の記載を省略する。）。
            (ａ)　原告は，午前９時４０分ころ出社して浦和支社内の写真を数枚
撮影した後，タイムカードに打刻して外出した。
            (ｂ)　Ａは，Ｅから原告が書類を持ち出そうとした件について報告を
受け，合鍵を所持する原告が再度浦和支社に侵入して物品を持ち出すことを懸念し
て浦和支社の鍵を交換することを決め，原告の外出中に浦和支社の鍵を交換した。
            (ｃ)　Ａは，鍵の交換を契機に原告が再度トラブルを起こすことを危
惧して，その日は早めに浦和支社を閉めることとし，定時である午後７時過ぎから
社員を退社させた。そして，同７時４０分ころ，Ａ，Ｂ及びＥが最後に浦和支社を
退出した。
            (ｄ)　Ｂは，浦和支社前の交差点（以下「本件交差点」という。）付
近で，Ａ及びＥと別れ，浦和支社の入居しているビルの北側に隣接する駐車場（以
下「本件駐車場」という。）に向かい，本件駐車場に駐車したＢ車両（【車両番号
は省略】）のエンジンをかけ，バックしながら本件駐車場東側に位置する国道１７
号（以下「本件道路」という。）に進出させようとして後方を確認した。すると，
原告車両が，勢いよく本件駐車場内に入ってきて，本件道路側の駐車スペースに停
車した。
            (ｅ)　Ｂが，原告車両に構わず，Ｂ車両を運転して後退しながら本件
道路に進出し，北方に前進しようとしたところ，原告は，原告車両を降りてＢ車両
に駆け寄り，「俺は帰って来たんだからタイムカードを押させろ。事務所の鍵を開
けろ。」と怒鳴りつけ，Ｂ車両の進行を阻止しようとした。
            (ｆ)　Ｂが，Ｂ車両を停車させるべきか進行させるべきか躊躇した
後，進行させようとした矢先に，原告は，本件道路の歩道側からＢ車両を蹴るよう
な動作をした後，Ｂ車両の左側フェンダーを左足で軽く蹴り，さらに同所を左足で
強く蹴りつけた。原告のかかる行為により，Ｂ車両の左側フェンダー（タイヤの右
斜め上の部分）に靴底の大きさ及び形状をした凹みが形成され，その凹みの内部及
び周辺に擦過痕が形成された。
            (ｇ)　Ｂは，本件道路脇の路肩にＢ車両を停車させて降車し，原告に
対し，「あの傷をちゃんと見てください，今，自分が何をしたか分からないんです
か。とんでもないことをしたんですよ。」と抗議したが，原告は，Ｂの言葉を無視
して「お前が逃げるから悪いんだよ。早く（浦和支社の）鍵開けろ。」などと述べ
た。
            (ｈ)　一方，Ａは，Ｂと別れてＥとしばらく話をした後，本件道路を
横断しようとして，信号待ちをしていたところ，原告がＢ車両を蹴りつけていると
ころを目撃したため，原告らに駆け寄った。Ａが，原告に対し，「原告，お前何や
ってるんだ。」と声をかけたところ，原告は，引き続き興奮した状態で，Ａに対
し，「帰ってきたんだから鍵を開けろ。」「殴る気なら殴れ。」と強い口調で言い
返した。
            (ｉ)　その直後の午後７時４５分ころ，Ｂが携帯電話で警察に１１０
番通報し，原告に車のフェンダーを凹まされたこと及びＢは現場で待機しているこ
とを告げたところ，原告は，慌てて原告車両に乗り込み，本件駐車場を出て行こう
とした。
            (ｊ)　Ｂ及びＡは，警察官が来るまで原告をその場に留めておくた
め，本件駐車場の入り口に立ちふさがって原告車両を止めようとしたが，原告は，
強引に原告車両を後退させて本件道路に出て，その場を去った。
          ｂ　上記認定に対し，原告は，要旨，①Ｂ車両の左側フェンダー前部
（タイヤの左斜め上の部分）の線状擦過痕（以下，単に「線状擦過痕」という。）
は，木材の柾目部分により形成されたものである（原告が蹴りつけたことにより形
成されたものではない），②Ｂ車両の左側フェンダー（タイヤの右斜め上の部分）
の凹損痕（以下，単に「凹損痕」という。）の中に形成された山型の擦過痕（以下
「山型痕跡」という。）はＢ車両が前進中に形成されたものではない（Ｂ車両は前
進していたとのＢ証言と矛盾する），③本件交差点の信号サイクルに照らしてＡが
本件を目撃したはずはない，④原告が原告車両の前部バンパーをブロック塀にぶつ
けたとのＢの証言は客観的事実に反する，⑤Ｂの証言は，午後７時４０分より前に
Ｂ車両がパンクしている
のを目撃したとのＫの証言と矛盾すると主張して，Ｂ及びＡの各証言の信用性を争
う。
            　そこで，以下，順次検討する。



            (ａ)　線状擦過痕について
              　確かに，Ｌら作成にかかる鑑定書（甲２８。以下「Ｌ鑑定書」と
いう。）によれば，木材の柾目を用いて，線状擦過痕と類似した擦過痕を形成でき
ることが認められるから，線状擦過痕が原告の行為により形成されたものであるか
どうかには疑問を挟む余地がないとはいえない。
              　しかし，Ｌ鑑定書では木材の柾目以外により線状擦過痕が形成さ
れた可能性がない理由が明確にされていないこと及び鑑定人Ｍによる鑑定の結果に
おいて，靴底による足蹴り行為により線状擦過痕を形成することが可能であると結
論付けられたことに照らせば，Ｌ鑑定書によっても線状擦過痕が木材の柾目で形成
されたと認めることはできず，結局，線状擦過痕の形成された過程は不明であると
いわざるを得ない。
              　したがって，原告の主張は理由がない。
            (ｂ)　山型痕跡について
              　原告は，山型痕跡の方向に照らしてＢの証言は信用できないと主
張する。しかし，Ｂの証言によれば，ＢはＢ車両を進行させるか否か躊躇していた
こと，進行しようとした矢先に原告にＢ車両を蹴られたことが認められ，原告がＢ
車両を蹴りつけた状況に照らせば，原告に蹴られたことに驚いたＢが反射的にブレ
ーキを踏むなどした可能性も否定できないから，原告の足がＢ車両の凹損痕部分に
当たったその瞬間に，Ｂ車両がまさに前進していたか否かはＢの証言からも明らか
にはならず，他にＢ車両が前進していたことを認めるに足りる証拠はないから，原
告の主張はその前提を欠く。
            (ｃ)　信号サイクルについて
              　原告は，Ａが信号待ちを始めたのとＢが本件駐車場へ向かったの
がほぼ同時であったことを前提に，信号のサイクル（甲５７，５８）に当てはめ
て，Ａが原告の行為を目撃したはずはない旨主張する。
              　しかし，Ｂ，Ａ及びＥの各証言によれば，平成１２年８月１０日
は，Ｂ，Ａ及びＥの３名が最後に浦和支社を最後に出たこと，Ｂは先に一人で本件
駐車場へ向かい，その後Ａ及びＥが約１，２分話をしたこと，ＡはＥとの話が終わ
った後，Ｂに遅れて本件交差点に向かい，一人で信号待ちをしたことが認められ
る。これらの事情に加えて，本件駐車場は浦和支社が入居しているビルに隣接して
いることからすれば，Ａが本件交差点に向かう間に，既にＢはＢ車両を本件道路に
進出させようとしていたといえる。また，上記のとおり，Ｂ及びＡはそれぞれ別々
の行動をとっていたのであるから，ＢがＢ車両を本件道路に進入させた際に見た
「赤信号」とＡが信号待ちをした際に見た「赤信号」がいずれも信号サイクルのス
テップ５（甲５７）に当ては
まるとはいえず，原告の主張はその前提を欠く。
              　また，証人Ａは，信号待ちをしている間に原告が蹴る素振りをし
たのを目撃したと述べているに過ぎず，Ａがその後の一部始終を目撃したことから
すれば，同人は，最初に原告の動きに目を止めて以降，対面信号は目に入らなかっ
たことが推認できるから，一連の行為が行われた間にＡは横断歩道を渡りきってい
なければおかしいとの原告の主張は失当である。
            (ｄ)　フロントバンパーについて
              　確かに，原告が原告車両のフロントバンパーをブロック塀にぶつ
けたという事実は証拠上認定できず，この点に関するＢの証言は事実に反するとい
える。しかし，かかる事情はＢの証言全体の信用性を失わせるほどの重要な齟齬と
は認められないし，Ｂ及びＡの各証言によれば，Ｂは原告車両が走り去った際，携
帯電話で通話中だったことが認められ，Ｂの記憶が不正確であったとしてもやむを
得ない事情があるといえるから，全体としてのＢの証言の信用性は損なわれない。
            (ｅ)　Ｋ証言について
              　Ｋの証言は，パンクの状況，パンクしたタイヤを見たとする日
付，Ｂの指示説明等その重要部分が曖昧であり，また，Ｂ及びＡの各証言と整合し
ないから，にわかに信用できない。原告の主張は前提を欠く。
          ｃ　原告は，以上のほかにも縷々主張してＢ及びＡの各証言の信用性を
争うが，それらは，Ｂ及びＡの各証言のごく一部のみを取り上げて微に入り細に入
り食い違う部分を指摘して反論したり，Ｂ車両がパンクしていたことなど本件との
関連性が認められない事情について論難したり，証拠上認定できない事実（Ｂ車両
はクーラーをつけていたこと）を前提に原告の見解を述べたりするものであり，い
ずれもＢ及びＡの各証言の信用性を覆すに足りない。



          ｄ　なお，原告は，平成１２年８月１０日は，午後７時ころまで東京都
中央区日本橋蛎殻町の「ドトールコーヒー」で株式の名義書換の打合せをしていた
ため，午後７時４０分ころ浦和の本件現場に到着するのは不可能であり，原告には
アリバイが成立すると主張し，証拠（甲１１，１３，２４，３４，７７，Ｇの証言
及び原告本人尋問の結果）にはこれに沿う部分がある。
            　しかしながら，原告本人の供述は，Ｂ及びＡの各証言と矛盾するも
のであり，また，当日は既存の顧客を中心に精力的に営業活動をしたとしながらＮ
姓以外の顧客の名前については曖昧な供述に終始している点，株式の名義書換に行
ったにもかかわらず株券を失念したとの点，１００万円相当の株券を平成１２年８
月７日以降浦和支社に置いておいたとの点など，その内容自体不自然，不合理であ
るから信用できない。
            　さらに，証人Ｇの証言について検討すると，Ｇは原告が被告に入社
した際，身元保証人になった者であり（乙２６），そのこと自体から原告に有利な
虚偽の供述をする動機があるといえるほか，その供述内容からは，身元保証人にな
るほど原告と親しいにもかかわらず，株の取引以外はあまりつき合いがなかったと
述べるなど原告との関係が薄いことを装うような様子がうかがわれる。したがっ
て，Ｇ証言はにわかに信用することができない。
            　また，原告は，平成１２年８月１０日当日の道路の混雑状況及びカ
ーナビゲーションの示したルートを検討し，原告が午後７時４０分に浦和支社に到
着することは困難である旨主張し，原告には浦和支社に戻る動機がないことをも指
摘して，アリバイの成立を主張する。しかし，以上のとおり，そもそも，原告の供
述及びＧの証言に信用性が認められず，この他に原告が平成１２年８月１０日午後
７時ころに日本橋蛎殻町にいたことを認めるに足りる証拠はないから，その余につ
いて検討するまでもなく，アリバイの成立は認められない。
        (イ)　ところで，原告がＢ車両を蹴りつけて凹損させた行為は，終業直後
に浦和支社の駐車場付近でされたものであること，その行為自体は器物損壊罪の構
成要件に該当し，実際に刑事事件の第一審において有罪判決がされたこと（乙４
４。ただし，控訴中である。）から，「会社内における盗取，横領，傷害等刑法犯
に該当する行為があったとき」（就業規則第６９条(5)号）に該当するといえる。
      カ　解雇事由(6)について
        　使用者が労働者に対して行う懲戒は，労働者の企業秩序違反行為を理由
として，一種の秩序罰を課するものであるから，具体的な懲戒の適否は，その理由
とされた非違行為との関係において判断されるべきものである。したがって，懲戒
当時に使用者が認識していなかった非違行為は，特段の事情のない限り，当該懲戒
の理由とされたものでないことが明らかであるから，その存在をもって当該懲戒の
有効性を根拠付けることはできないものというべきである（最高裁判所平成８年９
月２６日判決・判例時報１５８２号１３１頁）。
        　これを本件についてみると，弁論の全趣旨及び本件訴訟の経過に照らせ
ば，原告の経歴詐称について被告が認識したのは，平成１４年９月に原告が提出し
た陳述書（甲１３）において，原告が入社時に被告に提出した履歴書と異なる経歴
が記載されていたことを認識した時点であるといえるから，原告による経歴詐称の
事実は，平成１２年８月１１日の本件懲戒解雇当時に使用者たる被告が認識してい
なかった非違行為に当たり，かかる事実をもって本件懲戒解雇の有効性を根拠付け
ることはできない。
        　したがって，解雇事由(6)をもって，本件懲戒解雇の理由とすることはで
きない。
    (2)　本件懲戒解雇の効力（権利濫用の有無）
      ア　以上のとおり，本件においては，解雇事由(2)が就業規則第６９条(19)号
の，解雇事由(3)，(4)，(5)が就業規則第６９条(5)号の各懲戒解雇事由に該当する
ものということができるが，このように，就業規則の懲戒解雇事由に該当する行為
があったとしても，これを理由とする懲戒解雇は，当該具体的事情の下において，
それが客観的に合理的理由を欠き社会通念上相当として是認することができない場
合には，権利の濫用として無効となると解するのが相当である（労働基準法１８条
の２参照）。
      イ　そこで，以下，これについて検討することとする。
        (ア)　解雇事由(2)について
          　本件全証拠によっても，解雇事由(2)に該当する行為によって被告に具
体的な損害が生じた事実は認められないこと，当該行為は平成１２年８月７日以前



に行われたものであり，前記のとおり，平成１２年８月７日の時点では，被告自身
も原告を解雇することは困難であると認識していたこと（証人Ａの証言）からすれ
ば，原告が架空の団体名を用いて営業活動を行ったことを理由に原告を懲戒解雇す
ることは不相当であるといえる。
        (イ)　解雇事由(3)について
          　解雇事由(3)該当の行為により被告会社に具体的な損害は発生しておら
ず，脅迫文言を告げる電話があったのは１回だけであったことからすれば，上記の
行為を理由に原告を懲戒解雇することは不相当である。
        (ウ)　解雇事由(4)について
          　原告自身が合鍵を所持しておりいつでも浦和支社に出入りできる状態
であったこと（証人Ａの証言），書棚には鍵がかかっていなかったこと（証人Ｅの
証言），結果として浦和支社外にファイルを持ち出すまでには至っておらず，原告
の行為により被告会社に具体的な損害が生じたとはいえないことからすると，解雇
事由(4)の書類持ち出し行為を理由に原告を懲戒解雇するのは相当でない。
        (エ)　解雇事由(5)について
          　解雇事由(5)に該当する行為は上司であるＢに向けられたものであるこ
と，原告は一方的にＢ車両を蹴りつけたこと，原告はＢが１１０番通報をするや否
やＢ及びＡの制止を無視して現場から逃走したこと，原告は翌日も浦和支社に出勤
しながらＢに対し一言の謝罪もせず，被害弁償はされていないこと，原告は民事・
刑事の裁判を通じて一貫してＢ車両を蹴った事実を否認し，全く反省の態度をみせ
ていないことに照らせば，その行為態様は悪質であるといえる。
          　しかしながら，前記認定のＢ車両の損壊行為に至る経緯を全体として
みれば，平成１２年８月５日以降，ＢやＡと原告との間の口論が相次ぎ，原告と
Ｂ・Ａの関係が日に日に険悪になる状況の下，平成１２年８月７日に，Ａが，原告
に対する処分が決定したわけでもないのに，原告の留守中に社員をして原告の荷物
を段ボール箱に詰めさせ，平成１２年８月１０日当日には，原告がいまだに被告の
社員であるにもかかわらず，Ａが，原告を浦和支社から閉め出す目的で浦和支社の
鍵を付け替えて，原告がタイムカードを押せない状況を作出し，Ｂが，浦和支社の
駐車場に到着した原告車両を認め，原告が鍵の付替えについて立腹した様子である
ことにも気付きながら，敢えて原告を無視してＢ車両を発車させようとしたことが
認められる。こうした一
連の経過に照らせば，ＢとＡは，原告がＢとＡに対する不信感を募らせていること
を知りながら，原告を挑発して憤慨させ，原告がＢに対する実力行使に出ざるを得
ない状況を自ら作出したといっても過言ではない。
          　また，本件損壊行為は偶発的なものであって計画性はうかがわれず，
さらに，本件損壊行為による被害は物損にとどまり（刑事事件の判決において認定
された損害額は８万０２４０円（乙４４）である。），原告の行為により生じた結
果は軽微なものであるといえる。
          　これらの事情を総合すれば，原告がＢに対して立腹してＢ車両を損壊
させたことについては，かかる行為を誘発した被告にも責められるべき点が認めら
れ，他方において，原告の行為によって発生した結果は軽微なものであったといえ
るから，標記行為を理由に原告を懲戒解雇することは社会通念上相当とはいえず，
合理的理由を欠くといわざるを得ない。
      ウ　以上によれば，被告がした本件懲戒解雇は，客観的にみて合理的理由を
欠き社会通念上相当として是認することができないから，懲戒権を濫用したものと
して，無効である。
  ２　争点２（本件懲戒解雇に普通解雇の意思表示が内包されているか）について
    (1)　懲戒解雇は，使用者による労働者の特定の企業秩序違反の行為に対する懲
戒罰であり，普通解雇は，使用者が行う労働契約の解約権の行使であり，両者はそ
れぞれその社会的，法的意味を異にする意思表示であるから，懲戒解雇の意思表示
がされたからといって，当然に普通解雇の意思表示がされたと認めることはできな
いし，懲戒解雇の普通解雇への転換は認められないと解するのが相当である。他
方，使用者が，懲戒解雇の要件は満たさないとしても，当該労働者との雇用関係を
解消したいとの意思を有しており，懲戒解雇に至る経緯に照らして，使用者が懲戒
解雇の意思表示に，予備的に普通解雇の意思表示をしたものと認定できる場合に
は，懲戒解雇の意思表示に予備的に普通解雇の意思表示が内包されていると認める
ことができる。
    (2)　これを本件についてみると，前記認定の事実経過に照らせば，被告が，原



告をＡの下で再教育するために浦和支社に配置転換した後も原告の勤務態度は一向
に改善されず，平成１２年８月５日以降，原告とＢ及びＡの関係は悪化の一途をた
どり，同年８月７日には，Ａが原告に対し「そんな態度をとり続けていると，辞め
てもらうことになっちゃうぞ。お前はそれでもいいのか。」，「上司の言うことを
きけないんであれば，辞めちまえ。」と述べて，これ以上反抗的な態度をとり続け
た場合は解雇も含めた処分を検討せざるを得ない旨警告したにもかかわらず，原告
はその直後の同年８月１０日にＢ車両の損壊行為に及んだこと，被告は，その翌日
にも原告が何食わぬ顔で出勤したことから，いよいよ原告を解雇するしかないとの
意思を固めて本件通
告書により懲戒解雇の意思表示をしたこと，被告は，同年１０月１９日，本件の訴
状の送達を受けて，原告が懲戒解雇処分に抵抗し，本件訴訟を提起して争う姿勢で
あることを知り，原告に対し，「平成１２年８月１１日付の解雇に伴いまして，解
雇予告手当を下記のとおり支払いさせて頂きます。」と記載した予告手当支払通知
を送付して，同月１６日に解雇予告手当を支払う旨を通知し，同日，原告の給与振
込口座に解雇予告手当として３５万２５３０円を振り込んだこと（なお，就業規則
第６６条(6)号には，懲戒解雇をする場合，「解雇予告を行わず又予告手当を支払わ
ない」旨が定められている（乙１）。）が認められ，これらの事情を総合すると，
被告は，平成１２年８月１１日に至り，もはや原告を雇用し続けることはできない
との考えに基づき，
本件通告書を送付したものと認めることができるから，本件懲戒解雇の意思表示に
は，予備的に普通解雇の意思表示が内包されていたものと認めるのが相当である。
  ３　争点３（普通解雇の有効性）について
    (1)ア　被告は，懲戒解雇事由と同様の事情を理由に原告を普通解雇したと主張
するところ，使用者の解雇権の行使も，それが客観的に合理的な理由を欠き社会通
念上相当として是認することができない場合には，権利の濫用として無効になると
解すべきである（労働基準法１８条の２参照）。
      イ(ア)　これを本件についてみると，前記認定の本件解雇に至る経緯に照ら
せば，Ａが原告に無断で社員をして原告の荷物を段ボール箱に詰めさせたこと，原
告がタイムカードに打刻できないよう原告を閉め出したこと，Ａが原告に「辞めち
まえ。」などと述べたこと，Ｂが原告に対し口調を荒げたことなど，被告の対応に
も不適切な面があったことは否めない。
        (イ)　しかし，前記認定のとおり，原告は，我孫子支店において架空の団
体名を用いて営業活動を行った（就業規則第４８条(3)号，６９条(19)号該当行為）
ほか，浦和支社においても，Ｂ及びＡから再三注意を受けたにもかかわらず，朝礼
や会議においても横柄な態度をとり，口答えをして口論し，Ａの携帯電話に脅迫ま
がいの電話をかけ（就業規則第６９条(5)号該当行為），被告管理にかかる書類を無
断で持ち出そうとした（就業規則第６９条(5)号該当行為）挙げ句，Ｂ車両を損壊し
た（就業規則第６９条(5)号該当行為）ものである。
        (ウ)　さらに，証拠（甲１３，乙４１，４２，原告本人尋問の結果）及び
弁論の全趣旨によれば，以下のとおり，原告は，被告に入社した際，経歴を詐称し
たものと認めることができ，かかる原告の行為は，懲戒解雇事由である「重要な経
歴を偽りまたは不正な方法で採用されたとき」（就業規則第６９条(1)号）に該当す
る。
          ａ　原告は，高校卒業後，乙証券株式会社に就職し，同社に勤務しなが
ら夜間短大に通い，昭和４８年に丙短期大学を卒業し，昭和５５年ころ丁証券株式
会社に，昭和５８年ころ戊株式会社に，それぞれ転職した。
          ｂ　原告は，「営業職員としての営業成績が著しく劣る」ことなどを理
由に，平成８年１月２０日付けで戊株式会社を解雇された。原告はこれを不服とし
て，戊株式会社に対し，雇用契約上の地位にあることの確認及び賃金の支払等を求
めて訴訟を提起した（【事件番号は省略】）が，平成９年５月１９日，原告の請求
をいずれも棄却するとの判決がされ，原告が控訴しなかったため，同判決は確定し
た。
          ｃ　原告は，被告に入社するに当たり，被告に対し，上記ａ，ｂの学歴
及び職歴を秘匿し，履歴書の「学歴・職歴」欄に，「昭和４７年４月法政大学経済
学部入学」，「昭和５１年３月同校卒業」，「昭和５１年４月甲証券株式会社入
社」（甲証券株式会社は，乙証券株式会社が合併により社名変更したものであ
る。），「昭和６１年１２月甲証券株式会社退職」，「昭和６２年３月戊株式会社
入社」，「現在千葉支店にて営業活動中」と虚偽の記載をした平成９年３月２１日



付けの履歴書（乙４１）を提出した。
        (エ)　以上の事実を総合すると，本件は，普通解雇事由のうち「止むを得
ない業務上の都合によるとき」（就業規則第１９条(5)号）に該当する場合であると
いうことができる。
          　そして，これまで認定したような本件解雇に至るまでの経緯，解雇事
由等に照らすと，被告の対応に不適切な点があったことを考慮してもなお，本件普
通解雇には合理的理由があり，社会通念上相当と認めることができるから，解雇権
を濫用したものとはいえない。
    (2)　以上のとおり，平成１２年８月１１日付けの本件普通解雇は有効であると
いえるが，本件全証拠によっても即時解雇の要件を満たす事情は認められないか
ら，被告は，即時解雇の要件を満たさないにもかかわらず，解雇予告手当の支払も
３０日前の予告もしないで本件普通解雇をしたことになる。
      　そこで，労働基準法２０条違反の解雇の意思表示の効力が問題となるが，
即時解雇としては効力を生じないが，使用者が即時解雇に固執する趣旨でない限
り，通知後に労働基準法２０条１項本文所定の３０日間の期間を経過したときは，
その時から解雇の効力を生ずると解すべきである（最高裁判所昭和３５年３月１１
日判決・民集１４巻３号４０３頁）。
      　これを本件についてみると，前記認定の本件解雇に至る経緯に照らせば，
被告は，即時解雇には固執していないと認められるから，本件通告書が原告に到達
した平成１２年８月１２日の３０日後である同年９月１１日の経過をもって本件普
通解雇の効力が発生したというべきである。
  ４　争点４（被告が支払うべき賃金の額）について
    (1)　上記の認定判断のとおり，本件普通解雇の効力は平成１２年９月１１日の
経過により発生したと認められるところ，原告は，平成１２年８月１２日から同年
９月１１日までの間，使用者である被告の責めに帰すべき事由により労務の提供が
不能になったということができる。したがって，原告は，被告に対し，民法５３６
条２項本文に基づき，平成１２年８月１２日から同年９月１１日まで合計３１日分
の賃金請求権を有する。
    (2)　次に，被告が原告に対して支払うべき賃金額を検討すると，前記認定のと
おり，原告の平成１２年５月から同年７月分の給与の額は，５月分が３６万６９３
０円，６月分が３５万８４３０円，７月分が３５万５７３０円であるから，平成１
２年５月から７月まで合計９２日間の１日分の平均賃金額は，次の計算式のとお
り，１万１７５０円である。
      〔計算式〕（366,930＋358,430＋355,730）÷92＝11,750
      　よって，被告が原告に対し支払うべき平成１２年８月１２日から同年９月
１１日まで合計３１日分の賃金額は，次の計算式のとおり，合計３６万４２５０円
である。
      〔計算式〕11,750×31＝364,250
    (3)　もっとも，前記のとおり，被告は，原告に対し，平成１２年１１月１６
日，解雇予告手当として３５万２５３０円を振り込んだことが認められ，弁論の全
趣旨によれば，原告はこれを未払賃金の一部弁済として受領したことが認められ
る。
      　そうすると，前記認定の平成１２年８月１２日から同年９月１１日まで合
計３１日分の賃金として支払われるべき３６万４２５０円のうち，３５万２５３０
円は既に弁済済みであるといえるから，結局，被告が原告に支払うべき賃金の残額
は，１万１７２０円である。
　５　結論
    　以上によれば，原告の被告に対する本件請求は，被告に対し，１万１７２０
円の支払を求める限度で理由があり，その余については理由がないからいずれもこ
れを棄却することとし，訴訟費用の負担につき民訴法６４条ただし書及び６１条
を，仮執行の宣言につき同法２５９条１項をそれぞれ適用して，主文のとおり判決
する。
      　　さいたま地方裁判所第６民事部

      　　　　　　　　裁判長裁判官　　　　近　　　藤　　　壽　　　邦

      　　　　　　　　　　　裁判官　　　　和　久　田　　　道　　　雄



      　　　　　　　　　　　裁判官　　　　板　　　橋　　　愛　　　子･


